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市からの連絡帳

■ペデストリアンデッキ工事を開始
　保谷駅南口地区第一種市街地再開
発事業では駅舎と再開発ビル（質・
実街区）を橋上で接続するペデスト
リアンデッキ（かさ上げ式交通広場）
工事を行ないます。おおむね７月中
旬～８月中旬で試掘および埋設物な
どの移設工事を行ない、その後本体
工事を行ないます。
　近隣および駅利用者などの皆さん
にはご迷惑をおかけしますが、安全
を確保しながら工事を進めていきま
すので、皆さんのご理解とご協力を
お願いします。
◆再開発課（札４３８－１７１１）

■みどりに包まれたまち「西東京」
　豊かなみどりは、人に潤いと安ら
ぎを与えるだけでなく、地球温暖化
への対策として二酸化炭素の削減や
気温の上昇を防ぐなど自然環境の健
全化に有効な機能を有するほかに美
しい都市景観の創出、生態系の保全
への寄与など多様な役割を担ってい
ます。
　市内には、屋敷林や保存樹木、生
垣など多くの樹木がありますが、み
どりに被われた土地が年々減少して
います。
　次の世代に豊かなみどりを伝える
ために、みどりの保全と確保にご理
解とご協力をお願いします。
　また、自宅でみどりに親しむこと
のできる樹木や花を植えるなど、新
たなみどりを創出するための取り組
みをお願いします。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

 福　祉 

■「障害者自立支援法」利用者
負担が見直されました
　平成１８年４月に施行された障害者
自立支援法の抜本的な見直しに向け
た緊急措置が７月にあり、利用者負
担の見直しが行なわれました。
　今回の見直しでは、低所得１・２
（非課税世帯）の居宅・通所サービ
スに係る月額負担上限額をさらに軽
減するとともに、成人の障害者につ
いて、月額負担上限額を算定する際
の所得段階区分を、「住民票の世帯
単位」から「個人単位（本人と配偶
者のみ）」となりました。
　また、障害児を抱える世帯の負担
軽減措置の対象となる課税世帯の範
囲を市民税所得割額１６万円未満から
２８万円未満に拡大し、あわせて低所
得１・２（非課税世帯）および一般
世帯（市民税所得割額１６万円未満）
に係る月額負担上限額をさらに軽減
することとなりました。
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３４）

 まちづくり 

■第１回「地域福祉計画」　　
地区懇談会を開催
　地域福祉計画策定にあたり、市内
を４つの日常圏域に分け、それぞれ
の地域ごとに抱えている問題・課題
をお聞きして、地区別計画を検討す
るため、地区別懇談会を開催しま
す。今年度中に各地区３～４回の懇
談会を予定しています。
◆生活福祉課 　保 （札内線２３１１）

けたときの自己負担金額
※健康診断、入院時食事代、薬容器
代は助成対象外です。
□助成期間　１０月１日～平成２１年９
月３０日　
※１０月１日以降の申請の場合は申請
日から対象です。期間内に受給要件
を失ったときはその前日までです。
□申請に必要なもの
①印鑑　②お子さんの加入している
健康保険が確認できるもの　③申請
者の健康保険証の写し、または年金
加入証明書　④平成２０年度所得証明
書（平成２０年１月２日以降に転入し
た方）⑤その他必要書類
※すでに子育て支援課へ提出されて
いる方は③、④は必要ありません。
□申請場所
子育て支援課（田無庁舎１階）
市民課総合窓口係（保谷庁舎１階）
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■義務教育就学児医療費助成
□対象要件　市内に在住の健康保険
に加入している児童（平成５年４月
２日生まれ～平成１４年４月１日生ま
れ）の保護者で下表の所得制限額未
満の方
※昨年、所得超過の方も、下表を確
認して申請してください。
□助成範囲　児童が保険診療を受け
たときの医療費の自己負担金額の３
分の１
※健康診断、食事療養標準負担額、
薬の容器代などは助成対象外です。
□助成期間　１０月１日～平成２１年９
月３０日
※１０月１日以降の申請の場合は申請
日から対象です（期間内に要件を失
ったときはその前日まで。義務教育
修了の児童は３月３１日まで）。
□申請に必要なもの
①印鑑　②児童の加入している健康
保険が確認できるもの　③申請者の
健康保険証の写し、または年金加入
証明書　④平成２０年度所得証明書
（平成２０年１月２日以降転入した
方）　⑤その他必要書類
※すでに子育て支援課へ提出されて
いる方は③、④は必要ありません。
□申請場所
子育て支援課（田無庁舎１階）
市民課総合窓口係（保谷庁舎１階）
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■年金を受けている方が亡くな
られたときは届け出が必要です
　年金を受けている方が亡くなられ
たときは、市区町村役場へ戸籍関係
の届け出とは別に、武蔵野社会保険
事務所へも「年金受給権者死亡届」
が必要になります。また、年金は亡
くなられた日の属する月まで支払わ
れますので、未払いの年金がある場
合は「未支給年金・保険給付請求書」
もあわせて提出が必要です。
　未払いの年金については、受けら
れる遺族の範囲があり、年金を受け
ていた方の死亡当時、生計を同じく
していた配偶者、子、父母、孫、祖
父母、兄弟姉妹の順となっていま
す。なお、「年金受給権者死亡届」の
提出が遅れると年金がそのまま支払
われ、後日、遺族の方より、過払い
の年金を返納するようになりますの
でご注意ください。
　死亡届や未支給年金の請求に関す
るお問い合わせは、ねんきんダイヤ
ル（札０５７０－０５－１１６５）へ
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは
（札０３－６７００－１１６５）
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 子育て 

■○子 ・○乳 医療費助成
興現況届
　現在○子 ・○乳 医療証をお持ちの方は、
公簿で所得状況などを確認できる場
合に「現況届」を省略します。
　ただし、次に該当する方には、８
月初旬に「現況届」を送ります。
①平成２０年度の所得の確認ができな
い方（平成２０年１月２日以降の転入
者で平成２０年度所得証明書未提出の
方）②申請者が市外に住民登録をさ
れている方　③外国人登録者（永住
者以外の方）④その他現況確認でき
ない方
　なお、申請時に届けた事項に変更
があり、まだ「変更届」を提出して
いない方は至急手続きをしてくださ
い。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■乳幼児医療費助成
　未就学児全員の方（６歳に達する
日以後の最初の３月３１日までのお子
さん）を対象に医療費助成を行って
います。この制度を利用されていな
いお子さんの保護者の方は、申請し
てください。
□対象要件　市内に在住の健康保険
に加入している乳幼児（平成１４年４
月２日生まれ以降）の保護者の方
※所得制限はありません。
□助成範囲　乳幼児が保険診療を受

□平成２０年度所得制限額
（平成１９年中の所得額および扶養人数）
申請者の加入年金の種類
国民年金加入者および未加入者

４，６００，０００円０人
扶
養
人
数

４，９８０，０００円１人
５，３６０，０００円２人
５，７４０，０００円３人

１人について、３８万円を加算した額４人以上
国民年金加入者以外の年金加入者

５，３２０，０００円０人
扶
養
人
数

５，７００，０００円１人
６，０８０，０００円２人
６，４６０，０００円３人

１人について、３８万円を加算した額４人以上
□所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金
額、確定申告者の方は収入額から必要経費を引
いた金額です。
□所得から次のものを控除して、所得制限額を確
認してください。
①社会保険料一律８万円
②特別障害者４０万円
③障害・勤労学生・寡婦（夫）２７万円
④老人扶養親族・老人配偶者６万円
⑤寡婦特別控除８万円
⑥雑損控除額・医療費控除額・小規模企業共済等
掛金控除額の相当額

＜（仮称）芝久保町三丁目公園＞
□所在地　芝久保町３－１９
□面積　約２，５００㎡
興懇談会
　時 ７月２３日昌
午後７時～８時３０分
　場 芝久保地区会館

＜北宮ノ脇公園＞
□所在地　北町５－４
□面積　約２，０００㎡
興懇談会
　時 ７月２４日昭
午後７時～８時３０分
　場 ふれあいセンター

　　■「（仮称）芝久保町三丁目公園の整備」・　　
　　　　「北宮ノ脇公園の整備」について意見募集
　環境にやさしいまちづくりの一環として、公園の整備を行
います。そこで、市民の皆さんから公園の整備に関するご意
見などを伺うため、懇談会を開催します。また、郵送、Ｅメ
ールでもご意見をお待ちしています。

興整備に関する意見募集
　住所・氏名・案件を明記し、７月１５日昇～８月３１日掌（必着）の
間に、郵送またはメールで提出してください。
□郵送先　〒２０２－８５５５ 市役所みどり公園課
死 kouen@city.nishitokyo.lg.jp
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

対象場所日程

田無町、保谷町、北
原町、泉町、住吉町

住吉会館
（ルピナス）７月２８日捷

東町、中町、富士
町、ひばりが丘北、
北町、栄町、下保谷

ふれあい
センター７月２９日昇

西原町、芝久保町、
緑町、谷戸町、ひば
りが丘

西原総合
教育施設７月３０日昌

新町、柳沢、東伏
見、南町、向台町

向台
地区会館７月３１日昭

※開催時間は各圏域とも午後６時３０分～８
時３０分


